
令和５年度（２０２３年度） 
幼児教育アドバイザー（スーパーバイザー）派遣実施要項 

  
１ 目的 

県内の認定こども園・幼稚園・保育所等、小学校、義務教育学校（前期課程）（以
下、小学校、義務教育学校（前期課程）を「小学校等」という。）、連携協議会等に
幼児教育アドバイザー（スーパーバイザー）（以下「幼児教育アドバイザー」とい
う。）を派遣することにより、教育・保育内容等についての助言等を行い、幼児教育
の質の向上を図る。 

 
２ 派遣先 
（１）県内の認定こども園・幼稚園・保育所等、小学校等、連携協議会等（以下「施

設」という。）に派遣する。 
（２）派遣要請に応じて年間２６施設程度派遣する。 
 
３ 幼児教育アドバイザー配置人数 

幼児教育アドバイザーを熊本県教育庁市町村教育局義務教育課（熊本県幼児教育セン
ター）（以下「義務教育課」という。）に４名配置する。 
※スーパーバイザーは、施設への派遣による助言等に加え、県主催の研修会での指導
助言や新規の幼児教育アドバイザー育成等を担う。 
 

４ 幼児教育アドバイザーの業務内容 
（１）保育参観による幼児・保護者への対応や環境の構成等の助言等 
  ア 保育参観等により幼児や保護者への対応の仕方について助言等 
  イ 園等の教育・保育目標達成のための教育・保育計画、指導方法、環境の構成に

ついての助言等 
（２）園内研修の助言等 
  ア 園内研修の計画、実施方法等についての助言等 
  イ 園内研修での講話 
（３）認定こども園・幼稚園・保育所等の連携についての支援 
  ア  幼・保等、小、中連携についての支援 
（４）認定こども園・幼稚園・保育所等、小学校、中学校の連携・接続についての支援 
  ア  幼・保等、小、中連携・接続についての支援 
  イ  連携協議会等での講話等 
    ※例：「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を活用した連携・接続 等 
（５）保護者会等の支援 

ア  保護者会での講話  
  ※例：「基本的な生活習慣の育成について」「家庭教育の果たす役割」等 
イ 教育相談等での保護者支援  
ウ 保護者への支援についての助言等 

（６）教育・保育内容面に係る事務及び研修会等の研修内容に関する情報収集・企画等 
（７）教育・保育内容等に係る相談業務 
（８）その他 
    職務監督するものが幼児教育の質の向上のため必要と判断した業務 

 
５ 派遣期間及び派遣日数、施設数 
（１）継続派遣 
   各期及び年間派遣 
  下表の期間において、１施設につき４回～６回程度派遣する。 

   ただし、申請状況等に応じて、派遣回数及び派遣施設数を調整する場合がある。 
 
第１期 令和５年（２０２３年） ５月２９日（月）～令和５年（２０２３年）  ７月３１日（月） 
第２期 令和５年（２０２３年） ９月 １日（金）～令和５年（２０２３年）１１月３０日（木） 
第３期 令和５年（２０２３年）１２月 １日（金）～令和６年（２０２４年）  ２月２２日（木） 
年間 令和５年（２０２３年）  ５月２９日（月）～令和６年（２０２４年）  ２月２２日（木） 



（２）単発派遣 
   令和５年（２０２３）５月２９日(月)～令和６年（２０２４年）２月２２日(木)

の間に１０施設程度に派遣 
 
６ 派遣の手続き等 ※別紙１「派遣方法及び派遣申請等について」参照 
（１）派遣申請 

○ 継続派遣 
幼児教育アドバイザーの継続派遣を希望する施設は、幼児教育アドバイザー派遣

申請書（様式１－１、様式１－２及び様式１－３）を作成の上、指定された期日ま
でに義務教育課（公立幼稚園及び小学校等においては、市町村教育委員会及び教育
事務所を通じて）に提出する。 

○ 単発派遣 
幼児教育アドバイザーの単発派遣を希望する施設は、幼児教育アドバイザー派遣

申請書（様式１－４）を作成の上、派遣を希望する日の１か月前までに義務教育課
（公立幼稚園及び小学校等においては、市町村教育委員会及び教育事務所を通じ
て）に提出する。 

（２）県教育委員会は、幼児教育アドバイザーの派遣の可否を決定し、施設（公立幼稚
園及び小学校等においては、市町村教育委員会及び教育事務所を通じて）に派遣決
定通知書（様式２）により通知する。 

（３）県教育委員会は、幼児教育アドバイザーの派遣の可否を決定する際、施設から提
出された派遣希望日により、幼児教育アドバイザーの勤務日を調整し、派遣予定日
を通知する。 

（４）派遣先の施設長は、派遣終了後１か月以内に幼児教育アドバイザー派遣報告書
（様式３）を、義務教育課（公立幼稚園及び小学校等においては、市町村教育委員
会及び教育事務所を通じて）に提出する。 

 
７ 勤務時間・報酬等 
（１）勤務時間の割振りについては、職務を監督する者が別に定める。なお、施設への

派遣期間中においては、派遣先の施設長の意見を参考にして決定する。 
（２）幼児教育アドバイザーの報酬は、１時間当たり２，８６０円とする。報酬及び旅

費は、県教育委員会が負担する。 
（３）幼児教育アドバイザーの１日の勤務時間は、継続派遣５時間、単発派遣３～５時

間、課内勤務を２～６時間を原則とする。 
 
８ 職務の監督 

幼児教育アドバイザーの職務の監督については、義務教育課長が行う。ただし、施
設への派遣期間においては、派遣先施設長と連携の上、これを行う。 

 
９ 毎月の提出書類 
（１）派遣先の施設長等は、勤務実績報告書（様式４）を実施月の２５日までに、直

接、義務教育課宛て提出する。 
（２）幼児教育アドバイザーは、毎月の最終勤務日終了後、業務日誌（様式５）を、翌

月の２日までに義務教育課宛て提出する。 
（３）必要に応じ、事業の実施状況及び成果について、実態調査や効果検証の報告を行

うこととする。 
 
10 その他 

この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 


